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プロフィール

大手国内証券会社のアセットファイナンス部門への出向
経験を有し、以来、流動化・証券化、CMBS、PFI、プロ
ジェクトファイナンスのほか、日本版ESOPや知的財産信
託その他多様な信託活用スキームを得意分野とする。
また、不動産取引⼀般についても多く経験を有している。
近時はクラウドファンディングやセキュリティトークン、その他
のFintech・PropTech（不動産テック）に関わるリーガ
ルサービスに多く携わる。

現在、東京・シンガポールの2拠点で活動し、RWA、
NFT、暗号資産、DePINなどのWeb3関連のプロジェク
トや案件も多くサポートしている。

日本セキュリティトークン協会理事、日本暗号資産ビジネ
ス協会NFT部会法律顧問、不動産クラウドファンディング
協会監事兼アドバイザー、不動産テック協会アドバイザー

著作として、「不動産Techの実務と法律」（⼟地総合
研究、2017年8月）、『不動産特定共同事業法に基
づくクラウドファンディング資料集』（綜合ユニコム、2020
年8月、共著）、「アセット・トークンについて」（⾦融・商
事判例増刊『暗号資産の法的性質と実務』、2021年3
月、共著）など
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１．著作権NFT

＜NEO TOKYO PUNKS＞

2025年2月、WEST BASEは、同社が運営するNFTプロジェクト 「NEO TOKYO 
PUNKS」の3rdコレクション を「Soneium」 を基盤に、Sonovaのマーケットプレイスの
ローンチパッドを通じてリリースすることを発表。NFT保有者がアニメ制作に関与し、
収益化にも参加できる画期的な仕組みを採用。
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１．著作権NFT

＜NEO TOKYO PUNKS＞
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１．著作権NFT

＜NEO TOKYO PUNKS＞
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１．著作権NFT

集団投資スキーム該当性

＜集団投資スキーム＞

 金商法2条2項5号

五 民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組
合契約、商法（明治三十二年法律第四十八号）第五百三十五条に規定する匿名
組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成十年法律第九十号）
第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合
契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第三条第一項に規定する有限
責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利（外国の法
令に基づくものを除く。）のうち、当該権利を有する者（以下この号において「出資
者」という。）が出資又は拠出をした金銭（これに類するものとして政令で定めるも
のを含む。）を充てて行う事業（以下この号において「出資対象事業」という。）か
ら生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることが
できる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの（前項各号に掲げる有価証
券に表示される権利及びこの項（この号を除く。）の規定により有価証券とみなさ
れる権利を除く。）

（以下イ～ニ省略）
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１．著作権NFT

集団投資スキーム該当性

＜集団投資スキーム該当性に関するグレーゾーン解消制度回答＞

 金融庁「新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表」（令和5
年9月13日）

一般に、特定の財産やサービスに対する対価の支払いなどのように「出資」又は「拠出」と
しての性質が認められない行為によって金銭の支払いがなされる場合には、集団投資ス
キーム持分には該当しない。

本件プラットフォームにおいて、顧客は10万円支払ってオーナーNFTと称されたトークンを
購入し、5年間の有効期間中、その保有者として、半年毎に1トークン (合計10トークン)の農
産物NFT及び提携ファームが設定した特典を受領する権利を得ることとなる。しかし、農産
物NFTは有効期間3か月かつ1トークンあたり8千円と設定されており、その保有者は設定さ
れた有効期間内に所定の手続きを行うことにより、設定された金額に相当する農産物を受
領できるにすぎず、災害等で農産物が発送できない場合は顧客の選択に応じて設定され
た金額の返金を受けることができること、提携ファームが設定する特典が他のサイトによる
EC割引や農場見学等にとどまることその他照会書記載の事実を前提とすると、顧客が受
領できる農産物や特典が事業収益に連動するようなものではない限り、顧客による金銭の
支払いは「出資」又は「拠出」としての性質が認められないものと評価できる。
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１．著作権NFT（海外事例）

＜AnotherBlock＞

2023年11月、ブロックチェーン・ベースの音楽プラットフォームAnotherBlockは、世
界的な人気を誇るミュージシャンのジャスティン・ビーバー氏の2015年のトップ
チャート曲である『Company』の楽曲の著作権をNFT化し、ファンが楽曲のストリーミ
ング使用料の一部を得ることができる収益分配の仕組みを導入。この楽曲NFTは、
トークンを多く保有すればするほど、Spotify（スポティファイ）やApple Music（アップ
ルミュージック）を含む様々な音楽配信プラットフォームからのストリーミング印税の
分け前が増えるというもの。

（https://anotherblock.io/drops/justin-bieber-companyより引用）
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２．商標権NFT

＜Sake World酒蔵投資＞

2025年3月、日本酒のNFTマー
ケットプレイス「Sake World 
NFT」などの日本酒事業を展開
するリーフ・パブリケーションズ
は、「Sake World酒蔵投資」
サービスを開始。このサービス
は商標権「Sake World」の共有
持分をNFTとして小口化し、販
売するもの。NFT購入者（ブラン
ドオーナー）には、出荷量1mlあ
たり0.3円のロイヤリティが50年
以上にわたって配当される。ま
た、希少な日本酒の優先購入
権、ロゴの一部事業活用権、減
価償却による節税メリットなど
の特典も付与される。
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３．売掛金NFT

＜NTT Digital×Amazon＞

NTT Digitalは、2024年11月6〜8日に開催された「Singapore Fintech Festival」にお
いて、同社の「scramberry WALLET SUITE」を使って、Amazonの売掛金をトークン
化し、ウォレットで受け取ったり、模擬交換所で取引したり、ステーブルコインで受
け取るデモンストレーションを展示。

 出品者のAmazon向け売掛金債権をトークン化して売りに出せる

 一定の割引率がかけられたPriceで添付画面のようにListingされて、NTT Digital
さんのウォレットを持っている第三者が当該Priceで売掛金トークンを購入できる

 Maturityになると売掛金トークン保有者にステーブルコインで債権額（Payable 
Amount）が支払われる

 売掛金トークンが売買された場合にはマーケットプレイスにも一定の手数料が
支払われる
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３．売掛金NFT

＜NTT Digital×Amazon＞



12

３．売掛金NFT

＜Money Farm＞

Money Farmは、金銭債権をブロックチェーンの技術を活用することによりトークン
化して販売するマーケットプレイスであり、「金銭債権を売却して早期に現金化した
い企業等」と「将来受け取る予定の金銭より安い価格で権利購入することで、お金
を増やしたい個人等」をマッチングすることを目的としたサービスです。
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３．売掛金NFT

＜Money Farm＞


